
沢
市
の
よ
う
に
本
市
の
収
入

に
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

環
境
部
長

本
市
の
場
合
は
委

託
費
全
体
の
費
用
か
ら
売
電
収

入
を
差
し
引
い
た
額
で
の
運
営

を
お
願
い
し
て
い
る
。
売
電
収

入
が
５
％
以
上
下
が
れ
ば
市
の

負
担
が
発
生
す
る
が
、
ご
み
処

理
事
業
の
枠
組
み
は
施
設
の
運

営
、
焼
却
残
さ
の
資
源
化
、
運

送
事
業
で
あ
り
、
全
体
で
考
え

れ
ば
委
託
料
も
減
少
す
る
。

�問
運
営
業
務
委
託
契
約
書
に

「
不
可
抗
力
が
生
じ
た
場
合
に

お
い
て
損
害
額
及
び
増
加
費
用

額
の
合
計
額
が
一
事
業
年
度
の

業
務
委
託
費
の
１
０
０
分
の
１

に
至
る
ま
で
は
事
業
者
が
負
担

す
る
」
と
あ
る
が
そ
の
根
拠
を

聞
き
た
い
。

環
境
部
長

国
の
庁
舎
事
業
契

約
書
例
と
し
て
、「
維
持
管
理

運
営
期
間
中
の
損
害
分
担
と
し

て
不
可
抗
力
分
は
維
持
管
理
経

費
の
１
％
相
当
額
に
至
る
ま
で

を
受
託
者
が
負
担
す
る
」
と
し

て
い
る
。
契
約
は
対
等
の
立
場

で
行
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。

�問
そ
の
よ
う
な
契
約
の
ど
こ

が
対
等
な
の
か
。

環
境
部
長

事
業
者
が
責
任
を

回
避
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
立

証
す
る
義
務
を
課
し
て
お
り
、

そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
業
者
の

負
担
と
な
る
。
何
で
も
不
可
抗

力
と
す
れ
ば
市
民
に
負
担
が
か

か
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
契
約

は
結
ん
で
い
な
い
。

�問
平
成
１９
年
に
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ
で
原
因
不
明
の
爆
発
に

よ
る
火
災
が
発
生
し
た
際
、
補

修
工
事
に
約
８
億
円
を
要
し
た
。

こ
の
よ
う
な
原
因
不
明
の
事
故

に
つ
い
て
は
不
可
抗
力
と
し
て

判
断
さ
れ
る
の
か
。

環
境
部
長

爆
発
は
何
ら
か
の

原
因
で
生
じ
る
。
原
因
は
追
求

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
す
べ

て
が
不
可
抗
力
に
な
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
施
設
の
所
有

権
は
本
市
に
あ
り
、
本
市
の
一

般
廃
棄
物
の
処
理
業
務
を
業
者

に
委
託
す
る
も
の
で
あ
る
。
相

手
に
責
任
が
な
い
場
合
は
そ
の

負
担
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
る
。

�

結

果

無

所

属

Ｃ

無

所

属

Ｂ

無

所

属

Ａ

市
民
派
の

会

日

本

共

産

党

平
塚
市
議
会
議
員
団

清
風
ク

ラ

ブ

公
明
ひ
ら
つ
か

湘
南
民
主
ク
ラ
ブ

平
塚
ク

ラ

ブ
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可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

同意

可決

可決

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平塚市職員の育児休業等に関する条例及び平塚市一
般職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を
改正する条例

平塚市特別職員の給与に関する条例及び平塚市教育
委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件
に関する条例の一部を改正する条例

平塚市の福祉会館の設置及び管理等に関する条例の
一部を改正する条例

平塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例

平塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

平塚市体育施設及び学校運動場夜間照明施設の設置
及び管理等に関する条例の一部を改正する条例

平塚市火災予防条例の一部を改正する条例

工事請負契約の締結について〔神田中学校屋内運動
場耐震補強工事（建築）〕

工事請負契約の締結について〔みずほ小学校屋内運
動場耐震補強工事（建築）〕

工事請負契約の締結について〔真土小学校屋内運動
場耐震補強工事（建築）〕

平成２２年度平塚市一般会計補正予算

平成２２年度平塚市病院事業会計補正予算

平塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す
る条例

人権擁護委員の推薦について

神奈川県最低賃金改定等についての意見書

子どもたちにゆたかな学びを保障するために、少人
数学級の実現、教育予算の増額、義務教育費国庫負
担制度の堅持・拡充を求める意見書

議案第４３号

議案第４４号

議案第４５号

議案第４６号

議案第４７号

議案第４８号

議案第４９号

議案第５０号

議案第５１号

議案第５２号

議案第５３号

議案第５４号

議案第５５号

議案第５６号

会議案３号
（議員提出議案）

会議案４号
（議員提出議案）

本会議結果

採択

不採択

委員会審査結果

採択

不採択

付託委員会

教育民生
常任委員会

環境厚生
常任委員会

件 名

子どもたちにゆたかな学びを保障するために、
少人数学級の実現、教育予算の増額、義務教育
費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願

介護保険で訪問カットが適用できるよう求める
意見書を国に提出することに関する請願

番 号

請願第２号

請願第３号

件 名

専決処分の報告について

継続費の逓次繰越しの報告について

繰越明許費の繰越しの報告について

財団法人平塚市開発公社の経営状況について

平塚市土地開発公社の経営状況について

財団法人平塚市生きがい事業団の経営状況について

財団法人平塚市スポーツ振興財団の経営状況について

財団法人平塚市文化財団の経営状況について

財団法人平塚市文化スポーツまちづくり振興財団の経営状況について

番 号

報告第３号

報告第４号

報告第５号

報告第６号

報告第７号

報告第８号

報告第９号

報告第１０号

報告第１１号

所 属 議 員 名

片倉章博 野崎審也 岩田耕平 出縄喜文 臼井照人 伊藤 裕
金子修一（７人）

府川正明 山口 聖 小泉春雄 山原栄一 出村 光 水野泰助
（６人）

秋澤雅久 鈴木晴男 伊東尚美 永田美典 松崎清子（５人）

坂間正昭 須藤量久 黒部栄三 落合克宏 吉野和美（５人）

渡辺敏光 松本敏子（２人）

後藤輝彦 端 文昭（２人）

江口友子（Ａ） 厚見利子（Ｂ） 高橋紀英（Ｃ）

会 派 名 等

平 塚 ク ラ ブ

湘 南 民 主 ク ラ ブ

公 明 ひ ら つ か

清 風 ク ラ ブ

日本共産党平塚市議会議員団

市 民 派 の 会

無 所 属

第 ��� 号

◎神奈川県最低賃金改定等についての意見書

１ 神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行
うこと。とりわけ「同一価値労働同一賃金」の
観点にたち、フルタイム正規雇用労働者の賃
金水準への接近を基本にその改定を図ること。
また、特定最低賃金の改定については、大
企業の組織労働者の賃金水準への接近を基本
にその改定を図ること。
２ 最低賃金の改定に当たっては、地方最低賃
金審議会の自主性を尊重するとともに、本来
あってはならない最低賃金以下の労働者をな
くすために、その趣旨及び内容の周知徹底を
強化すること。
３ 最低賃金論議については、労働者が健康で
文化的な最低限度の生活を営むことができる
よう、生活保護に係わる施策との整合性を考
慮することが確認されていることから、早期
に生活保護を下回らない「生活できる最低賃
金」となるよう適切な対応を示すこと。

◎子どもたちにゆたかな学びを保障するために、
少人数学級の実現、教育予算の増額、義務教育
費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書

１ 子ども、保護者のニーズに応じたきめ細か
な教育を実現するため、教職員定数の計画的
な改善に着手し、少人数学習や学級規模の弾
力化・縮小を推進すること。
２ 保護者負担軽減のため、教育予算を増額す
ること。また、義務教育教科書無償制度を継
続すること。
３ 義務教育制度の根幹である、教育の機会均
等、水準確保、無償制を支えるための義務教
育費国庫負担制度を堅持・拡充すること。

※意見書とは、地方公共団体の公益に関する事項
について議会としての意思をまとめ、国政や県
政などに反映させるため、地方自治法第９９条の
規定に基づき関係行政庁へ提出するものです。

可可可決決決しししたたた意意意見見見書書書

○賛成 ×反対
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